
 現　　場　　説　　明　　書

　本件の内容は、入札説明書（若しくは説明書又は指名通知書若しくは見積依頼書。以下
「入札説明書等」という。）、契約書案、中部地方整備局競争契約入札心得（又は中部地方
整備局随意契約見積心得）、図面、仕様書及び現場説明書によるものとし、現場説明会は実
施しない。

　本件の内容について、質問がある場合は、電子入札システムにより質問書を提出するこ
と。ただし、電子メールにより提出することもできることとする。電子メールにより質問書
を提出する場合は、メール本文に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するこ
と。

　また、質問書の提出期間、提出方法及び回答方法等は、入札説明書等を確認すること。



１　入札（又は見積書の提出）について
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　落札者（又は契約の相手方）の決定については、一般競争契約及び指名競争契約の

場合は、入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって入札した者（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあっては、価格

及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者）を落札者

とする。随意契約による場合は、予定価格の範囲内であって、見積書を提出した者の

うちから、経済的、技術的に有利と認められる者を契約の相手方に決定する。

　なお、一般競争契約及び指名競争契約の場合は、

　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第85条（同令第98条において準
用する場合を含む。）の基準を設定する場合がある。

  基準価格（①の基準が設定されている場合に限る。以下同じ）を下回った入
札が行われた場合には、入札を「保留」として終了し、調査の上、その結果を
後日通知する。

別紙様式１により提出された配置予定業務管理者が特記仕様書中「配置業

務管理者の手持ち業務量の制限」の要件を満たさない場合

　また、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじ引き
により落札予定者を決めるので、電子くじ引き実施後、落札予定者は速やかに別紙様
式１を提出すること。ただし、この場合において、上記のイ）及びロ）に該当すると
きは、入札を無効とし、落札者が決まるまで、電子くじ引きを繰り返すものとする。

　指名競争契約の場合において、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格
をもって入札した者（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあっては、価格及び
その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者）に対し、配置
予定業務管理者（※）に関する経歴書（別紙様式１）の提出を求める連絡を行うの
で、入札参加者は、連絡を受けた場合に指定された期限までに速やかに別紙様式１が
提出できるよう、開札日までに準備しておくこと。

　なお、次のイ）及びロ）に該当する入札は、無効とする。

期限内に別紙様式１が提出されなかった場合

　この業務の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならな
い。

２　落札者（又は契約の相手方）の決定について

 説　　明　　事　　項

　この業務の入札（又は見積書の提出）に当たっては、入札公告・入札説明書（又は
指名通知書、見積依頼書）、図面、仕様書、中部地方整備局競争契約入札心得（又は
中部地方整備局随意契約見積心得）、中部地方整備局電子入札運用基準（建設工事及
び建設コンサルタント業務等）、契約書（案）及びこの現場説明書をよく確認の上、
入札書（又は見積書）を提出するものとする。
　また、紙入札方式により参加する場合、入札書（又は見積書）の押印は省略するこ
とができる。押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ入札書
（又は見積書）の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することと
する。押印が無く、かつ「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない場
合、当該入札書(見積書)提出業者の入札は無効とする。

　※「業務管理者」は、当該案件の業務種別により以下のとおり読み替える。（以下
同じ。）
　　・測量又は地質調査業務：主任技術者
　　・建築関係建設コンサルタント業務又は土木関係建設コンサルタント業務
　　　：管理技術者
　　・補償関係コンサルタント業務：主任担当者
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　落札者（又は契約の相手方）は、契約書案の提出とともに、以下①から⑤のいずれ
かの書類を提出しなければならない。

①　契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書

　保管金領収証書の宛名の欄には､払込先・宛名一覧（中部地方整備局
ホームページhttps//:www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」－「現場
説明書（共通）」）に示す宛名を記載するように申し込むこと。
　業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いにつ
いては、契約担当官等の指示に従うこと。
　受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金
は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額
が契約保証金の金額を超過している場合には、別途、超過分を徴収する。

３　契約の保証について

  　契約の保証を求める業務にあっては、その取扱いは以下のとおりとする。

　保管金領収証書は、払込先・宛名一覧（中部地方整備局ホームページ
https//:www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」－「現場説明書（共
通）」）に示す保管金払込先に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を
払い込んで、交付を受けること。

  基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札
者とならない場合がある。
  基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力するものとす
る。

　調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。

　受注者は、業務完成後、業務委託料の支払請求書の提出とともに政府担
保振替国債払渡請求書を提出すること。

③　債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書

　債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入
れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年　法律第195号）
に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金
庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金
庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金
の受入れを行う組合（以下「銀行等という」。）又は公共工事の前払金保
証事業に関する法律(昭和27年　法律第184号）第２条第４項に規定する保
証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。
　保証書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧（中部地方整備局ホームペー
ジhttps//:www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」－「現場説明書（共
通）」）に示す宛名を記載するように申し込むこと。

　受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに保管金
の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

　政府担保振替国債提供書は契約保証金の金額に相当する金額の利付国債
を記載し提出すること。
　政府担保振替国債提供書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧（中部地方
整備局ホームページhttps//:www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」－
「現場説明書（共通）」）に示す宛名を記載するように申し込むこと。

　業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いにつ
いては、契約担当官等の指示に従うこと。
　受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、振替国債は、会
計法第29条の10の規程により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約
保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

②　契約保証金に代わる担保としての振替国債（利付国債に限る。）に係る政府担保
振替国債提供書及び提供しようとする振替国債の名称並びに記号、利息の支払期並び
に償還期限を確認するために必要な資料（提供しようとする振替国債の口座がある銀
行・証券会社等で作成されたもの）
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　保証債務の内容は契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であ
ること。
　保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、契約書に記載される業務
名が記載されるように申し込むこと。

④　債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券

　公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履
行を保証する保証である。
　公共工事履行保証証券の宛名の欄には､払込先・宛名一覧（中部地方整
備局ホームページhttps//:www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」－
「現場説明書（共通）」）に示す宛名を記載するように申し込むこと。
　証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、契約書に記載される業
務名が記載されるように申し込むこと。
　保証金額は、業務委託料の10分の１の金額以上とする。
　保証期間は、履行期間を含むものとする。

　保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
　保証期間は、履行期間を含むものとすること。
　保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６ヶ月以上確保され
るものとする。
　業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を
変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
　受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から
支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。な
お、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収
する。
　受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当官
等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

　証券上の契約の内容としての業務名の欄には、契約書に記載される業務
名が記載されるように申し込むこと。
　保険金額は、業務委託料の10分の１の金額以上とする。
　保険期間は、履行期間を含むものとする。
　業務委託料の変更により保険金額を変更する場合等の取扱いについては
契約担当官等の指示に従うこと。
　受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支
払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。な
お、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収
する。

　業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を
変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
　受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支
払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。な
お、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収
する。

⑤　債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
　履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを
約する保険である。
　履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
　保険証券の宛名の欄には､払込先・宛名一覧（中部地方整備局ホーム
ページhttps//:www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」－「現場説明書
（共通）」）に示す宛名を記載するように申し込むこと。

　（１）の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会
社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保
険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）であって金融機関等が定め契約担当
官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又
は証券を提出したものとみなす。
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４　契約書頭書の「調停人」について

　なお、保険会社の発行する電子証書等（以下「PDF発行証券」という。）について
は、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提
出方法については、以下のいずれかによるものとし、保険会社に確認し、指定された
手順を踏むこと。
　一　保険会社から発注者へ提出
  受注者は「（保険会社の）発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を
可能な限り電子契約システムを介して提出し、保険会社は発注者側受信メールアドレ
スにPDF発行証券を送信する。
  二　受注者を通して発注者へ提出
  受注者は「（受注者自身の）発信メールアドレス」を可能な限り電子契約システム
を介して提出し、発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証
情報」を送信する。

　当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電
子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契
約担当官等は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法と
し、この場合においては、契約情報及び認証情報について可能な限り電子契約システ
ムを介して提供すること。
 ※電子証書等　電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。以下同じ。）により発行された保証書又は証券をいう。
 ※電子証書等閲覧サービス　電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に
供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保
険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
 ※契約情報　電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
 ※認証情報　電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパス
ワードをいう。

６　不可抗力による損害について
　土木設計業務等委託契約書第３０条、測量調査等請負契約書第２９条、用地調査等請負契
約書第３０条又は発注者支援業務等委託契約書第３１条を適用する場合の取扱いは、次のと
おりとする。

　第４項の「業務委託料」又は「請負代金額」とは、損害を負担する時点における業
務委託料等とする。
　１回の損害額が当初の業務委託料等の５／１０００の額（この額が２０万円を超え
るときは、２０万円）に満たない場合は、損害額に含めない。

　発注者と受注者との協議により、調停人をあらかじめ選任することとなった場合は、この
欄にその氏名を記入するものとする。

５　権利義務の譲渡等について
　当初の契約を締結するに当たり、契約書第５条（業務等委託契約書を使用する場合
は第４条）第３項及び第４項の規定は削除するが、受注者が本規定の使用を希望する
旨を申し出た場合には、受注者が契約の内容を確実に履行する体制を有しているか否
かを確認するための調査を実施する。
　受注者は当該調査の実施に協力し、発注者が定める期限までに必要な書類を提出す
ること。

　調査の結果、請負代金債権の譲渡により得た資金が業務の履行以外の目的で使用さ
れるおそれがないと認められるときは、本規定を追加するための契約変更の協議を行
う。

　調査内容、提出する資料については、国土交通省中部地方整備局ＨＰ
（https://www.cbr.mlit.go.jp/「入札契約情報」－「契約書様式」－「契約履行体
制調査マニュアル」）に掲載しているので、確認すること。
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　ア）当該案件の業務種別が、建築関係建設コンサルタント業務以外の場合

１）

①

②

③

④

　前払金を請求できる業務については、契約締結後、保証事業会社の保証を得たとき
は、業務委託料等の３０／１００以内の金額を前払金として請求することができる。

前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧
サービス上にアップロードされた電子証書（電磁的記録により発行された保証証書を
いう。以下同じ。）を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官
等に提供し、契約担当官等は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書
を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について可能
な限り電子契約システムを介して提供すること。

７　前払金の請求について

　増員担当技術者及び配置予定業務管理者の制限について、次の１）及び２）を実施
するものとする。なお、１）により配置する技術者は、測量調査設計業務実績情報シ
ステム（ＴＥＣＲＩＳ）に登録すること。

　本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、配置

予定業務管理者とは別に、以下の①から④までのすべての要件を満たす担当技

術者を１名配置することとし、発注者から調査基準価格未満の連絡があった場

合は、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定業務管理者の経歴

等」及び「予定業務管理者の同種又は類似業務の実績」記載様式、「増員担当

技術者の過去４年間の同種業務の実績一覧」（様式自由）及び一覧に記載した

業務の委託業務等成績評定通知書の写し、配置予定業務管理者が保有する全て

の資格一覧とその資格証等の写し、増員担当技術者が保有する全ての資格一覧

とその資格証等の写しを提出すること。
配置予定業務管理者の保有している業務実績件数について同種及び類似業務と

もに同一件数以上の実績を有する者
配置予定業務管理者の保有している全ての資格（分野及び部門ともに）を有し
ている者
過去４年間の同種業務で地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績
が78点以上の業務における業務管理者としての経験を有し、過去４年間に地方
整備局委託業務等成績評定要領に基づく同種業務での技術者成績（照査技術者
としての成績は除く。）の平均点が78点以上（当該案件の業務種別が補償関係
コンサルタント業務のときは、77点以上）である者
手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配
置予定業務管理者の手持ち業務量の制限を超えない者

８　履行期間変更の場合の保証事業会社に対する通知について

　前払金を支払った場合における土木設計業務等委託契約書第３６条第３項、測量調査等請
負契約書第３５条第３項、用地調査等請負契約書第３６条第３項又は建築設計業務委託契約
書第３７条第３項の規定による通知は、電話により、又は変更契約書の写しを電子メール等
により送付することにより行うものとする。

９　低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務について

　予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の
（１）から（４）について実施するものとする。なお、（１）及び（２）については、予決
令第８６条の調査に先立ち、開札後速やかに実施の可否について確認を行うものとし、その
確認ができない場合には、中部地方整備局競争契約入札心得第６条第１項第１２号の規定に
より、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。

（１）増員担当技術者及び配置予定業務管理者の制限



２）

①

②

③

④

　イ）当該案件の業務種別が、建築関係建設コンサルタント業務の場合

１）

　また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまで（当該案件の業務種別
が補償関係コンサルタント業務のときは、本業務に係る用地買収完了まで）とする。

（３）再委託

　特記仕様書で示す軽微な部分の再委託を除いた再委託額が業務委託料の３分の１以
内とすることとし、開札後に実施する低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務
確認時及び履行確実性に関するヒアリング前段及び低入札価格調査の際に確認するも
のとする。

本業務の履行期間中は配置業務管理者の手持ち業務量が契約金額で２億５千万
円、件数で５件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告
しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と
認められる場合には、当該配置業務管理者を、以下の①から④までのすべての
要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の
履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるも
のとする。

当該配置業務管理者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

当該配置業務管理者と同等の技術者資格を有する者

過去４年間の地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績の平均点が
当該配置業務管理者と同等以上の平均点を有する者又は過去４年間の同種業務
における地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が76点以上（当
該案件の業務種別が補償関係コンサルタント業務のときは、75点以上）である
者

手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配

置予定業務管理者の手持ち業務量の制限を超えない者

（２）品質証明等

　当該業務の不備により、国土交通省に損害を与えた場合、受注者の責任において損
害補填する旨を明記した、一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けた（又は申請
を行った）代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。ただし、契約当事者
が委任状により当該業務の契約締結権限等を受任している者である場合には、代表者
及び受任者の２名による連名の直筆署名とする。様式（中部地方整備局ホームページ
https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/teinyusatsu/pdf/hinsitu-shoumei.pdf）

　配置予定業務管理者と同等の能力と経験を有し、かつ過去５年間の中部地方
整備局発注業務で地方整備局等建築設計等委託業務成績評定（監理業務の場合
は地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定）に基づく業務成績が７５点以
上の業務における主任担当技術者以上の経験のある技術者を業務管理者と別に
担当技術者として配置し、業務実施上必要となる全ての打合せに契約図書に基
づく受注業務の業務管理者と同席出席させる。また、増員担当技術者の手持ち
業務量は、配置業務管理者の手持ち業務量の制限を超えないものとする。

　増員担当技術者、配置予定業務管理者の制限について次の事項を実施するものと
し、配置する技術者は公共建築設計情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）に登録すること。

（４）打合せ

　業務実施上必要となる全ての打合せに業務管理者と（１）ア）１）又は（１）イ）
１）の増員担当技術者が出席するものとする。また、業務計画書に基づく業務の主要
な区切り毎に主任調査（監督）員による履行確認を行うものとする。



（１）

（２）

（３）

（４）

（１）

（２）

（３）

（４）

品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出す
るものとする。

品質確保基準価格を下回る場合の、「９　低入札価格調査に該当した場合の受注者の
義務（３）再委託」の確認については、「低入札価格調査に該当した場合の受注者の
義務」確認時及び履行確実性に関するヒアリング前段に確認するものとする。

１１　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

中部地方整備局が発注する業務（以下「発注業務」という。）において、暴力団員等
による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協
力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

(１)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を
記載した書面により発注者に報告すること。

(１)及び（２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じる
ことがあること。

１０　品質確保の観点から中部地方整備局が定める価格について

予定価格が500万円を超え1,000万円以下の業務（補償関係コンサルタント業務におい
ては、予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務）においては、品質確保の観点
から中部地方整備局が定めた価格（以下「品質確保基準価格」という。）により、そ
の価格を下回った場合は、「９　低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と
同一の義務付けを行うものである。

前項の場合、「９　低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」に記載されてい
る「調査基準価格」を「品質確保基準価格」と読み替えて適用する。

１２　契約書に定める書面の提出について

　電子契約システムを用いて行う場合には、契約書に規定する調査（監督）職員の経由を要
しないものとする。

発注業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じ
る等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。


